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連結計算書類
連結株主資本等変動計算書

( 2018年４月１日から
2019年３月31日まで )

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計
当連結会計年度期首残高 1,000,000 3,819,308 5,904,684 △666,330 10,057,661
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △544,702 △544,702
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,547,236 1,547,236

自 己 株 式 の 取 得 △1,145 △1,145
自 己 株 式 の 処 分 191,587 50,593 242,181
持分法適用会社の減少に伴
う 利 益 剰 余 金 減 少 高 △25,039 △25,039

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額)

当連結会計年度変動額合計 － 191,587 977,494 49,447 1,218,530
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 1,000,000 4,010,896 6,882,178 △616,882 11,276,191

その他の包括利益累計額
非 支 配 株 主
持 分

純 資 産
合 計その他有価証

券評価差額金
為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 11,413 17,540 28,953 5,903 10,092,519
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △544,702
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,547,236

自 己 株 式 の 取 得 △1,145
自 己 株 式 の 処 分 242,181
持分法適用会社の減少に伴
う 利 益 剰 余 金 減 少 高 △25,039

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額) △69 △4,634 △4,704 △1,301 △6,006

当連結会計年度変動額合計 △69 △4,634 △4,704 △1,301 1,212,523
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 11,343 12,905 24,249 4,602 11,305,043

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

1



連結注記表 ( 2018年４月１日から
2019年３月31日まで )

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
(１) 連結の範囲に関する事項

①連結子会社の状況
・連結子会社の数　　　　　　９社
・連結子会社の名称　　　　　株式会社アクシス

株式会社ソフトウェアサービス
Cyber Security LAC Co., Ltd.
アイ・ネット・リリー・コーポレーション株式会社
ネットエージェント株式会社
株式会社アジアンリンク
株式会社アジアンリザレクション
株式会社アジアンアカデミー
株式会社ジャパン・カレント

②非連結子会社の状況
・主要な非連結子会社の名称　　　　株式会社エヌステージ
　・連結の範囲から除いた理由

　株式会社エヌステージは小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）
及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため、
連結の範囲から除外しております。

(２) 持分法の適用に関する事項
①持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

・持分法適用の非連結子会社及び関連会社数
　　　　　　　　　　　　　　１社

　・主要な会社等の名称　　　　KDDIデジタルセキュリティ株式会社

②持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況
・主要な非連結子会社の名称　　　　株式会社エヌステージ
　・持分法を適用しない理由

　株式会社エヌステージの当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う
額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、か
つ重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。
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(３) 連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する注記
①連結の範囲の変更

　2018年４月２日付で新たに株式を取得した株式会社アジアンリンク及びその子会社で
ある株式会社アジアンリザレクション、株式会社アジアンアカデミーは、当連結会計年度
より連結の範囲に含めております。

②持分法の適用の範囲の変更
　持分法適用関連会社であった株式会社ベネッセインフォシェルは、保有株式の一部を売
却したため、持分法適用の範囲から除外しております。また、持分法非適用関連会社であ
ったスワットブレインズ株式会社は、保有株式のすべてを売却いたしました。

(４) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(５) 会計方針に関する事項
①重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券
その他有価証券
・時価のあるもの……………連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により
算定）を採用しております。

・時価のないもの……………移動平均法による原価法を採用しております。
当社が出資する投資事業組合等に対する出資については、
当社の持分相当損益を営業外損益に計上し、投資有価証券
を加減しております。

ロ．デリバティブ
時価法を採用しております。
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ハ．たな卸資産
・商品…………………………主に個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

による簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
・仕掛品………………………主に個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

による簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
②重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産（リース資産を除く）
　定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 10年～38年
構築物 10年～35年
工具、器具及び備品 ４年～10年

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内におけ
る利用可能期間（５年）に基づいております。

ハ．リース資産
　リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上し
ております。

ロ．賞与引当金
　株式会社アクシス、株式会社ソフトウェアサービス、アイ・ネット・リリー・コーポ
レーション株式会社、株式会社アジアンリンク、株式会社アジアンリザレクション及び
株式会社アジアンアカデミーは、従業員の賞与の支給に充てるため、支給対象期間に基
づく賞与支給見込額を計上しております。

ハ．受注損失引当金
　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注契約に係る
損失見積額を計上しております。
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ニ．役員株式給付引当金
　役員株式給付規程に基づく当社役員への当社株式の交付に備えるため、当連結会計年
度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

ホ．従業員株式給付引当金
　従業員株式給付規程に基づく当社従業員への当社株式の交付に備えるため、当連結会
計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

④重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。
　なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、
収益及び費用は期中平均為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為
替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しております。

⑤のれんの償却方法及び償却期間
　20年以内の合理的な年数で定額法により償却しております。

⑥退職給付に係る負債の計上基準
　Cyber Security LAC Co., Ltd.は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退
職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用して
おります。

⑦消費税等の会計処理
　税抜方式によっております。

２．追加情報
（株式会社日本貿易保険との業務システム開発請負契約の取り扱い）
　当社は、株式会社日本貿易保険（以下、「同社」といいます。）と2017年３月31日付で総額
4,700百万円（消費税等を含まない）の次期貿易保険システム業務システム開発請負契約を締結
し、システム開発を行ってまいりました。
　2018年10月23日に、同社から「次期貿易保険システム開発の入札等における不正について」
の発表があったことを受けて当社では、外部弁護士を含めた調査委員会を設置し、事実関係の調
査を行ってまいりました。
　調査委員会がまとめた調査報告書では、本契約において当社社員が同社の元顧問の不適切行為
に、不当に関与した事実は認められないと結論づけられました。
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　現在の契約の取り扱いに関しましては、引き続き同社と協議をしておりますが、現時点で当該
事象が連結業績に与える影響を合理的に見積もることは困難であり、損益及び財産等への影響の
有無は明らかではありません。

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）
(１) 株式給付信託
　当社は、2016年６月21日開催の第９回定時株主総会決議に基づき、2016年９月29日より、
当社の取締役（社外取締役は除きます。）に対する株式報酬制度「株式給付信託」（以下、「本
制度」といいます。）を導入しております。

①取引の概要
　株式給付信託は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした取締役
（社外取締役を除きます。）に対し、当社株式等を給付する仕組みです。
　当社は、取締役に対し役員株式給付規程に基づき定まる数のポイントを付与し、一定の条件に
より受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。取締役が当
社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。取締役に対し給付する
株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理す
るものとします。株式給付信託の導入により、取締役に対して中長期的な業績の向上と企業価値
の増大に貢献する意識を高めることが期待されます。
　企業会計基準委員会が公表した「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する
実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 平成27年３月26日）を参考に取締役に対しても同取扱
いを読み替えて適用し、本制度に関する会計処理としては、信託の資産及び負債を企業の資産及
び負債として貸借対照表に計上する総額法を適用しております。

②信託に残存する自社の株式
　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資
産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額
及び株式数は、148,174千円及び157,800株であります。

③総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
　該当事項はありません。
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(２) 従業員向け株式給付信託
　当社は、2016年６月21日開催の取締役会決議に基づき、2016年９月29日より、当社の従業
員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託」（以下、「本制度」と
いいます。）を導入しております。

①取引の概要
　従業員向け株式給付信託は、予め当社が定めた従業員株式給付規程に基づき、一定の要件を満
たした従業員に対し、当社株式等を給付する仕組みです。
　当社は、従業員に対しポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与
ポイントに相当する当社株式等を給付します。従業員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則
として退職時となります。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により
将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。従業員向け株式給付信託の導
入により、従業員の株価及び業績向上への意欲や士気が高まることが期待されます。
　企業会計基準委員会が公表した「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する
実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 平成27年３月26日）を適用し、本制度に関する会計処
理としては、信託の資産及び負債を企業の資産及び負債として貸借対照表に計上する総額法を適
用しております。

②信託に残存する自社の株式
　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資
産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額
及び株式数は、299,634千円及び319,100株であります。

③総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
　該当事項はありません。

３．表示方法の変更に関する注記
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）
　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）
を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、
繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
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４．連結貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 2,295,785千円

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
(１) 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首
株 式 数

 
(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株 式 数

 
(株)

普 通 株 式 26,683,120 － － 26,683,120

(２) 自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首
株 式 数

 
(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株 式 数

 
(株)

普 通 株 式 1,312,760 672 189,300 1,124,132
(注)１．普通株式の自己株式の株式数には、株式給付信託及び従業員向け株式給付信託の信託財産と

して資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する当社株式（当連結会計年度
期首479,000株、当連結会計年度末476,900株）が含まれております。

２．自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
３．自己株式の株式数の減少のうち、187,060株は第三者割当による自己株式の処分による減少

であり、2,100株は株式給付信託及び従業員向け株式給付信託の給付による減少であり、140
株は単元未満株式の売渡しによる減少であります。

(３) 剰余金の配当に関する事項
①配当金支払額等

イ．2018年６月19日開催の第11回定時株主総会決議による配当に関する事項
　普通株式

・配当金の総額 284,342千円
・１株当たり配当額 11.00円
・基準日 2018年３月31日
・効力発生日 2018年６月20日

(注)2018年６月19日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託及び従業員
向け株式給付信託の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が
保有する自社の株式に対する配当金5,269千円が含まれております。
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ロ．2018年11月１日開催の取締役会決議による配当に関する事項
　普通株式

・配当金の総額 260,359千円
・１株当たり配当額 10.00円
・基準日 2018年９月30日
・効力発生日 2018年12月４日

(注)2018年11月１日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託及び従業員向け
株式給付信託の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有
する自社の株式に対する配当金4,770千円が含まれております。

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの
　2019年６月18日開催予定の第12回定時株主総会において次のとおり付議いたします。
　　普通株式

・配当金の総額 312,430千円
・１株当たり配当額 12.00円
・基準日 2019年３月31日
・効力発生日 2019年６月19日

(注)2019年６月18日開催予定の第12回定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給
付信託及び従業員向け株式給付信託の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会
社（信託Ｅ口）が保有する自社の株式に対する配当金5,722千円が含まれております。
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６．金融商品に関する注記
(１) 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金調達については多角的な方法により調達することを方針としてお

り、資金運用については主に短期的な預金など安全性及び流動性が高い金融商品で運用し
ております。デリバティブ取引は、金利、為替変動等によるリスクの回避に限定し、投機
的な取引は行わない方針です。

②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
受取手形及び売掛金には顧客の信用リスクがありますが、販売管理規程に従って取引先

ごとに回収期日管理と残高管理を行うことにより当該リスクの低減を図っております。
投資有価証券は非上場株式及び投資事業組合出資であり、実質価額の変動等に伴う価格

変動リスクがありますが、発行体の財務状況や財産、運用状況等を定期的に把握すること
によりリスク管理を行っております。

買掛金及び未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
長期借入金は、営業取引に係る資金調達であり、金利の変動リスクがあります。
また、当社グループでは、担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、

手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
③金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれております。時価の算定においては一定の前提条件等を採用して
いるため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なる場合があります。
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(２) 金融商品の時価等に関する事項
2019年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれており
ません。（注２．参照。）

連結貸借対照表
計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円）

（１）現金及び預金 4,343,336 4,343,336 －
（２）受取手形及び売掛金 6,529,941 6,529,941 －
資産計 10,873,278 10,873,278 －
（１）買掛金 2,483,302 2,483,302 －
（２）未払金 1,016,737 1,016,737 －
（３）長期借入金（1年内返済予定の長期借

入金を含む） 2,200,000 2,200,000 －
（４）リース債務（1年内返済予定のものを

含む） 151,452 151,098 △354
負債計 5,851,492 5,851,138 △354
デリバティブ取引 － － －
(注)１．金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項

資　産
（１）現金及び預金

　預金はすべて短期のものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。

（２）受取手形及び売掛金
　受取手形及び売掛金は短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似している
ことから、当該帳簿価額によっております。

負　債
（１）買掛金、（２）未払金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。
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（３）長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）
　これらは変動金利であり、短期間で市場金利を反映し、また当社の信用状態は借入実行後大
きく異なっていないことから、時価は帳簿価額に近似していると考えられるため、当該帳簿価
額によっております。

（４）リース債務（1年内返済予定のものを含む）
　リース債務の時価は、元利金の合計額を同様の新規リース取引を行った場合に想定される利
率で割り引いて算定する方法によっております。

デリバティブ取引
　該当するものはありません。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
区分 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 990,004

投資事業組合出資 161,082

　非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められること
から、また、投資事業組合出資については、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極
めて困難と認められるもので構成されていることから、上記表の「資産」には含めておりません。

　　３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

受取手形及び売掛金 6,529,941 － － －
合計 6,529,941 － － －
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　　４．長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

長期借入金 732,000 1,468,000 － －
リース債務 94,953 56,498 － －

合計 826,953 1,524,498 － －

７．資産除去債務に関する注記
　当社は、賃貸借契約に基づき使用する事務所等について、退去時における原状回復に係る債務を
有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、現在のところ移転等も
予定されていないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該
債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

８．賃貸等不動産に関する注記
　　該当事項はありません。

９．１株当たり情報に関する注記
(１) １株当たり純資産額 442円13銭
(２) １株当たり当期純利益 60円54銭

（注）株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託及び従業員向け株式給付信託に
残存する自社の株式は、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己
株式数に含めており、また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において
控除する自己株式数に含めております。１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式
の期末株式数は、株式給付信託は157,800株、従業員向け株式給付信託は319,100株でありま
す。また、１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、株式
給付信託は158,398株であり、従業員向け株式給付信託は319,221株であります。

10．重要な後発事象に関する注記
　　該当事項はありません。
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計算書類
株主資本等変動計算書

( 2018年４月１日から
2019年３月31日まで )

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資本準備金 そ の 他

資本剰余金
資本剰余金
合 計

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,000,000 250,000 4,107,358 4,357,358 5,972,246 5,972,246 △666,330 10,663,273
当 期 変 動 額

剰余金の配当 △544,702 △544,702 △544,702
当 期 純 利 益 1,672,053 1,672,053 1,672,053
自己株式の取得 △1,145 △1,145
自己株式の処分 191,587 191,587 50,593 242,181
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当期変動額合計 － － 191,587 191,587 1,127,350 1,127,350 49,447 1,368,386
当 期 末 残 高 1,000,000 250,000 4,298,946 4,548,946 7,099,596 7,099,596 △616,882 12,031,660

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 11,413 11,413 10,674,686
当 期 変 動 額

剰余金の配当 △544,702
当 期 純 利 益 1,672,053
自己株式の取得 △1,145
自己株式の処分 242,181
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) △69 △69 △69

当期変動額合計 △69 △69 1,368,317
当 期 末 残 高 11,343 11,343 12,043,004

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表 ( 2018年４月１日から
2019年３月31日まで )

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
(１) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券
イ．子会社株式及び関連会社株式

……移動平均法による原価法を採用しております。
ロ．その他有価証券

時価のあるもの…………決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定）を採用しております。

時価のないもの…………移動平均法による原価法を採用しております。
当社が出資する投資事業組合等に対する出資については、
当社の持分相当損益を営業外損益に計上し、投資有価証券
を加減しております。

ハ．デリバティブ
　時価法を採用しております。

②たな卸資産
・商品……………………………個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下によ

る簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
・仕掛品…………………………個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下によ

る簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
・貯蔵品…………………………移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

による簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

(２) 固定資産の減価償却方法
①有形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 10年～38年
構築物 10年～35年
工具、器具及び備品 4年～10年
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②無形固定資産（リース資産を除く）
ソフトウエア
　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における
利用可能期間（５年）に基づいております。
のれん
　20年以内の合理的な年数で定額法により償却しております。

③リース資産
　リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(３) 引当金の計上基準
①貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上してお
ります。

②受注損失引当金
　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見
積額を計上しております。

③役員株式給付引当金
　役員株式給付規程に基づく当社役員への当社株式の交付に備えるため、当事業年度末に
おける株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

④従業員株式給付引当金
　従業員株式給付規程に基づく当社従業員への当社株式の交付に備えるため、当事業年度
末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

(４) 消費税等の会計処理
　税抜方式によっております。
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２．追加情報
（株式会社日本貿易保険との業務システム開発請負契約の取り扱い）
　当社は、株式会社日本貿易保険（以下、「同社」といいます。）と2017年３月31日付で総額
4,700百万円（消費税等を含まない）の次期貿易保険システム業務システム開発請負契約を締結
し、システム開発を行ってまいりました。
　2018年10月23日に、同社から「次期貿易保険システム開発の入札等における不正について」
の発表があったことを受けて当社では、外部弁護士を含めた調査委員会を設置し、事実関係の調
査を行ってまいりました。
　調査委員会がまとめた調査報告書では、本契約において当社社員が同社の元顧問の不適切行為
に、不当に関与した事実は認められないと結論づけられました。
　現在の契約の取り扱いに関しましては、引き続き同社と協議をしておりますが、現時点で当該
事象が業績に与える影響を合理的に見積もることは困難であり、損益及び財産等への影響の有無
は明らかではありません。

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）
(１) 株式給付信託
　当社は、2016年６月21日開催の第９回定時株主総会決議に基づき、2016年９月29日より、
当社の取締役（社外取締役は除きます。）に対する株式報酬制度「株式給付信託」（以下、「本
制度」といいます。）を導入しております。

①取引の概要
　株式給付信託は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした取締役
（社外取締役を除きます。）に対し、当社株式等を給付する仕組みです。
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　当社は、取締役に対し役員株式給付規程に基づき定まる数のポイントを付与し、一定の条件に
より受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。取締役が当
社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。取締役に対し給付する
株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理す
るものとします。株式給付信託の導入により、取締役に対して中長期的な業績の向上と企業価値
の増大に貢献する意識を高めることが期待されます。
　企業会計基準委員会が公表した「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する
実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 平成27年３月26日）を参考に取締役に対しても同取扱
いを読み替えて適用し、本制度に関する会計処理としては、信託の資産及び負債を企業の資産及
び負債として貸借対照表に計上する総額法を適用しております。

②信託に残存する自社の株式
　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資
産の部に自己株式として計上しております。当事業年度末における当該自己株式の帳簿価額及び
株式数は、148,174千円及び157,800株であります。

③総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
　該当事項はありません。
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(２) 従業員向け株式給付信託
　当社は、2016年６月21日開催の取締役会決議に基づき、2016年９月29日より、当社の従業
員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託」（以下、「本制度」と
いいます。）を導入しております。

①取引の概要
　従業員向け株式給付信託は、予め当社が定めた従業員株式給付規程に基づき、一定の要件を満
たした従業員に対し、当社株式等を給付する仕組みです。
　当社は、従業員に対しポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与
ポイントに相当する当社株式等を給付します。従業員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則
として退職時となります。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により
将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。従業員向け株式給付信託の導
入により、従業員の株価及び業績向上への意欲や士気が高まることが期待されます。
　企業会計基準委員会が公表した「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する
実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 平成27年３月26日）を適用し、本制度に関する会計処
理としては、信託の資産及び負債を企業の資産及び負債として貸借対照表に計上する総額法を適
用しております。

②信託に残存する自社の株式
　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資
産の部に自己株式として計上しております。当事業年度末における当該自己株式の帳簿価額及び
株式数は、299,634千円及び319,100株であります。

③総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
　該当事項はありません。
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３．表示方法の変更に関する注記
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）
　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）
を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延
税金負債は固定負債の区分に表示しております。

４．貸借対照表に関する注記
(１) 有形固定資産の減価償却累計額 2,226,013千円
(２) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

①　短期金銭債権 376,588千円
②　長期金銭債権 1,285千円
③　短期金銭債務 483,645千円
④　長期金銭債務 790千円

５．損益計算書に関する注記
　関係会社との取引高

営業取引による取引高
　売上高 1,644,365千円
　外注費他 2,148,700千円
　販売費及び一般管理費 473,918千円
営業取引以外の取引高 364,021千円

６．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首
株 式 数 ( 株 )

当事業年度増加
株 式 数 ( 株 )

当事業年度減少
株 式 数 ( 株 )

当 事 業 年 度 末
株 式 数 ( 株 )

普 通 株 式 1,312,760 672 189,300 1,124,132
(注)１．普通株式の自己株式の株式数には、株式給付信託及び従業員向け株式給付信託の信託財産と

して資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する当社株式（当事業年度期首
479,000株、当事業年度末476,900株）が含まれております。

２．自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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３．自己株式の株式数の減少のうち、187,060株は第三者割当による自己株式の処分による減少
であり、2,100株は株式給付信託及び従業員向け株式給付信託の給付による減少であり、140
株は単元未満株式の売渡しによる減少であります。
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７．税効果会計に関する注記
(１) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税・未払事業所税 44,694千円
関係会社株式評価損 292,665千円
従業員株式給付引当金 44,578千円
業績賞与関連 5,474千円
減価償却超過額 19,846千円
その他 47,791千円
繰延税金資産小計 455,050千円
評価性引当額 －千円
繰延税金資産合計 455,050千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △5,006千円
繰延税金負債合計 △5,006千円
繰延税金資産の純額 450,043千円

(２) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当
該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 30.6％
（調整）
交際費等一時差異でない項目 0.4％
住民税均等割 0.2％
受取配当金 △4.0％
のれん償却額 2.0％
その他 △0.2％
小計 △1.6％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.0％
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８．資産除去債務に関する注記
　当社は、賃貸借契約に基づき使用する事務所等について、退去時における原状回復に係る債務
を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、現在のところ移転
等も予定されていないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、
当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。
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９．関連当事者との取引に関する注記
子会社等

属 性 会社等
の名称 住所 資本金

(百万円)
事 業 の
内 容
又 は 職 業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関 係 内 容
取引の内容 取引金額

(千円) 科 目 期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社 株式会社
アクシス

福 島 県
喜多方市 80

情報システ
ムに関する
データセン
タ ー の 運
用・保守サ
ービスの提
供

(所有)
直接100.0

兼任
１名

データセ
ンターの
運用・保
守サービ
スの委託

配当金の受取
(注）１ 82,920 ー －

子会社
株式会社
ソフトウ
ェアサー
ビス

東 京 都
千代田区 48

情報システ
ムに関する
アプリケー
ションソフ
トウエアの
開発及びシ
ステムの運
用・保守サ
ービスの提
供

(所有)
直接100.0

兼任
なし

情報シス
テムに関
するサー
ビスの委
託

配当金の受取
(注）１ 104,832 ー －

子会社
Cyber  
Security
 L A C  
Co., Ltd.

韓 国
ソウル市

百万韓国
ウォン
1,000

情報セキュ
リティに関
するコンサ
ルティング
サービス、
調査・診断・
解析サービ
ス、セキュ
リティ製品
の 導 入 設
計・運用・
保守サービ
スの提供

(所有)
直接100.0

兼任
なし

W e b 脆
弱性診断
サービス
の 委 託

配当金の受取
(注）１ 45,819 ー －

子会社

アイ・ネ
ット・リ
リー・コ
ーポレー
ション株
式 会 社

東 京 都
千代田区 76

情報システ
ムに関する
ネットワー
ク関連製品
の販売及び
サービスの
提供

(所有)
直接100.0

兼任
なし

情報シス
テムに関
連する商
品の購入

配当金の受取
(注）１ 51,211 ー －
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属 性 会社等
の名称 住所 資本金

(百万円)
事 業 の
内 容
又 は 職 業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関 係 内 容
取引の内容 取 引 金 額

(千円) 科 目 期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

関連
会社

KDDIデ
ジタルセ
キュリテ
ィ株式会
社

東 京 都
千代田区 250

au経済圏及
び K D D I グ
ループへの
総合的なセ
キュリティ
ソリューシ
ョンの提供

(所有)
直接49.0

兼任
１名

情報シス
テムに関
するサー
ビスの受
託及び商
品の販売

情報システム
に関するサー
ビスの受託及
び商品の販売
(注）２

1,072,460 売掛金 317,390

関連
会社

株式会社
ベネッセ
インフォ
シェル
（注）３

岡 山 県
岡 山 市
北 区

150

情報システ
ムに関する
運用・保守
サービス及
び情報セキ
ュリティに
関するコン
サルティン
グサービス
の提供

(所有)
直接10.0

兼任
なし

情報シス
テムに関
するサー
ビスの受
託及び商
品の販売

配当金の受取
(注）１

47,794 ー －

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．配当金の受取については、経営環境や業績動向を勘案し、合理的に決定しております。

２．価格その他の取引条件は、市場実勢価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。
３．当社は、2018年12月25日付けで、持分法適用関連会社であった株式会社ベネッセインフ

ォシェルの保有株式の一部を売却しました。このため、取引金額は関連当事者であった期
間の取引金額を記載しております。

４．取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等を含めております。

10．１株当たり情報に関する注記
(１) １株当たり純資産額 471円18銭
(２) １株当たり当期純利益 65円42銭

（注）株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託及び従業員向け株式給付信託に
残存する自社の株式は、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己
株式数に含めており、また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において
控除する自己株式数に含めております。１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式
の期末株式数は、株式給付信託は157,800株、従業員向け株式給付信託は319,100株でありま
す。また、１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、株式
給付信託は158,398株であり、従業員向け株式給付信託は319,221株であります。
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11．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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